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新型コロナウイルス感染症に関わるお知らせとご協力のお願い 
 

 

日頃は、本校の教育活動にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。 

茨木市HPにあげられていますように、市内で連日新型コロナウイルス感染が確認されています。

感染予防に努めていてもいつだれがどこで感染してもいたしかたない状況と言えます。感染され

た方には早いご回復をお祈りするとともに、感染にかかる風評被害を受ける人や学校、職場など

が出ない社会になることを願い、教育活動をすすめてまいります。 

市内小学校でも児童の感染が確認されており、どの学校で感染が確認されてもおかしくない状

況ですので、下記の内容でのご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

保護者や児童が感染の疑い・PCR検査を受けることになった場合 

 

早急に学校に電話連絡をしてください。（平日 8時～18時、土日祝日 9時～17時） 

保護者、児童が濃厚接触者と特定された場合もすぐに電話連絡をしてください。 

 

なお、検査結果が分かり次第、再度、学校に結果内容などを電話連絡してください。 

 

児童・教職員等で感染者が確認された場合 

 

感染確認の連絡が入り次第、右の表に従い、感染状況に応じた範囲での臨時休業となります。

濃厚接触者が特定されるまで（２、３日ほど）、保健所の指示により臨時休業となる場合もあ

ります。臨時休業期間中、児童は自宅待機をとなりますので、ご協力をお願いします。学童保

育も休みとなります。 

なお、保健所からの指示等、状況によって保護者のお迎えによる児童引き渡し下校を行う場

合もあります。 

 

以上のような緊急の学校対応及び学校再開についての詳細は、一斉メールでお知らせします。 

学校への電話問合せはお控えください。 

  

 

●個人情報の取り扱いについて 

  濃厚接触者特定等のため、保健所から学校に、連絡先などの個人情報を求められる場合があ

ります。その際は茨木市個人情報保護条例に基づき、情報提供しますのでご了承ください。 

 

●風評被害の防止について 

感染や感染の疑い、PCR検査を受けるなどの個人情報については、個人情報保護の点から、ま

た、風評被害が生じることのないように、学校から情報提供される以上に詮索をしない、SNS等

で外部に伝えないなど、くれぐれもご配慮をお願いいたします。 

 

  



●【重要】ミマモルメの受信確認のお願い 

今後も緊急時には、小学校から一斉メールを配信し、様々な内容をお知らせします。この度 

メールの受信確認のため、１１／１３（金）の午前９時に、ミマモルメに登録されている 

メールアドレスにテストメールを配信します。不具合によりメールが届かなかったご家庭は、 

直接ミマモルメ（☎0570-081-300【携帯から】☎06-6734-6900）にお問い合わせください。 

  （新規登録の方法等も同様にミマモルメにお問い合わせください。） 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

【※以下の表は９／１４付で配布したものと同様のものです。】 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る市立小・中学校の 

臨時休業の考え方について 

 

 

令和２年９月３日付け学校園における新型コロナウイルス感染症対策マニュアルに従い、

臨時休業の範囲については、感染拡大リスクに留意しながら、子どもの学びを保障するため、

小・中学校の対応は、次のとおり決定する。 

 

 

 

感染状況等 

 

 

臨時休業範囲 

 

（１） 

 

校内に感染者が確認されたが、校内での感染拡大の 

リスクがない場合 
＊当該感染者が無症状、検査実施前２日間登校・出勤していない場合 

＊当該感染者に症状がでた日の前２日間登校・出勤していない場合 等 

 

 

臨時休業なし 

 

（２）  

 

校内に感染者が確認され、濃厚接触者の状況から感染拡大

のリスクがある場合 

 

ア 濃厚接触者※が当該学級内に限定できる場合 

イ 濃厚接触者※が当該学年内に限定できる場合 

ウ 濃厚接触者※が学校全体にいる可能性がある場合 

 

 

 

 

 

ア 当該学級のみ 

イ 当該学年のみ 

ウ 当該校のみ 

 

（３） 

  

複数の学校で感染者が確認された場合 

  

 

 

地域限定または市

内一斉臨時休業の

検討 

 ※濃厚接触者は、マスク等しないで、手で触れることのできる距離（目安として１ｍ）で、感染者と 15分

以上接触があった者等、聞き取り等により個々の状況から、保健所が総合的に判断する。 
 

 

ただし、上記に関わらず、市内の感染状況、校内での感染者数により、保健所からの指示

に従い、臨時休業の範囲を総合的に判断することとする。 


